
よくある質問集【市役所本庁舎内チャレンジャー育成事業】

質問内容 答え

チャレンジショップで出店できる業種は何ですか。 チャレンジショップの施設形態から、飲食業のみ募集しています。

チャレンジショップに出店できるのは誰ですか。

店舗を必要とする飲食業を吹田市役所の中層棟地下１階の未利用ス
ペースにおいて出店することを希望する者で、事業終了後市内で出店
する意思を持っている方とします。詳しくは募集要項の「出店者の条
件」をご覧ください。

出店できるのは、吹田市民だけですか。
吹田市民だけでなく、どなたでも応募していただけますが、事業終了
後市内で出店する意思を持っている方とします。

募集要項に記載されている対象者で、市民税を完納し、滞納がないこ
ととあります。今まで仕事をしていないので、非課税ですが、応募で
きますか。

市民税を完納し、滞納がない方もしくは非課税の方も応募は可能で
す。非課税の方は、非課税を証明するものを提出してください。分納
中の方も応募できます。

募集要項に記載されている対象者で、店舗運営に必要な自己資金を有
していることとあります。銀行の融資を考えていますが、応募できま
すか。

銀行の融資も含め、自己資金をご準備できるようであれば応募できま
す。

募集要項に記載されている対象者で、吹田市内の商店街を中心とした
商業集積地等において、引き続き本格開業をする意思を持っている者
とあります。具体的に場所は決めていないのですが、応募できます
か。

具体的に本格開業する場所が決まっていなくても、チャレンジショッ
プ終了後、本格的に開業する意思があれば応募は可能です。事業実施
中に、本格開業に向けての相談や支援をさせていただきます。

吹田市の「創業支援型事業者賃借料補助金」は申請対象となります
か。

対象は「事業を営んでいない個人」ですので、対象となりません。ま
た他の補助金についても対象とならない場合がありますので、詳細は
各種補助金の申請窓口にお問い合わせください。

チャレンジショップで使用できるのはどこですか。
吹田市役所の中層棟地下１階の未利用スペースです。店舗内の厨房部
分を使用していただきます。店舗内の厨房部分以外のスペースは市民
の方や職員のフリースペースです。

厨房以外のフリースペースとはどのような場所ですか。

市民や職員が飲食や休憩するための場所で、出店者が提供する飲食の
他弁当等の持込も可能です。出店者が自由に利用できる場所ではあり
ません。出店者が利用される際には地域経済振興室にご相談くださ
い。

チャレンジショップにある備品や設備は何ですか。 貸与備品一覧とチャレンジショップ図面でご確認ください。

出店するにあたって、備品や看板は誰が負担するのですか。
貸与備品一覧に掲載している備品は無償貸与となります。その他に必
要となる備品については出店者にご準備いただきます。

営業時間を途中で変更できますか。 原則、営業時間の変更はできません。

光熱水費はいくらぐらいですか。

※営業時間や販売メニュー等により異なります。原油価格高騰等によ
る値上がりも続いているため下記の実績は参考としてください。

　　　　　光熱水費（月平均）　主な販売メニュー
７年度　　　  約8,200円　　　 弁当・スープ
６年度　　　約42,000円　　　ラーメン
５年度　　　約24,000円　　　蕎麦・弁当
４年度　　　約14,000円　　　弁当・焼菓子

使用料と光熱水費はいつ支払うのですか。 納入通知書による毎月払いです。

チャレンジショップを使用するにあたり、使用料や光熱水費以外でか
かる費用は何ですか。

使用料・光熱水費以外に、ごみ処理等の費用を想定しています。ごみ
処理については出店者が廃棄物処理業者と契約の上、適正な処理をし
てください。

電話を設置できますか。
市役所内につながる内線電話のみ設置しています。新しく直通電話の
外線回線を引く場合は出店者の負担で電話回線を引くことは可能で
す。

出店するにあたり、必要な許認可は何ですか。
飲食業営業許可申請、食品衛生責任者、開業届などです。詳しくは御
相談ください。

出店するための許認可はいつとればいいですか。 営業開始日前日までに取得してください。

現地説明会とは何ですか。 申請希望者に現地を見ていただきながら、事業の説明をします。

吹田市役所　都市魅力部　地域経済振興室　商業担当
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現地説明会はいつ行いますか。
随時実施しますので、下記連絡先までお問い合わせください。
【連絡先】
地域経済振興室　商業担当　TEL：０６－６１７０－２３７０

現地説明会には絶対に参加する必要がありますか。 申請希望者は、現地説明会に必ずご出席ください。

職員の休憩時間はいつですか。
通常、午後０時から午後０時４５分です。なお、窓口職場では休憩時
間を分散して取得している部署もあります。

出店場所に隣接した店舗はありますか。
令和７年11月4日時点では、同じフロアにて開庁日は毎日職員向け
食堂が営業しています。また、同じフロアにて開庁日の毎週火曜日に
吹田市障がい者の働く場事業団が弁当やパンの販売も行っています。

市役所の中でチラシを配ったり看板をつけたりしてもいいですか。
許可なくチラシ配布や看板取り付けなどはできません。事前に地域経
済振興室にご相談ください。

事業計画書を作成したいのですが、初めてなのでわかりません。
毎月第２・3・４木曜日に経営相談を市役所内で実施しており、中小
企業診断士に創業にかかる相談をしていただくことが可能です。また
商工会議所における創業相談などもご紹介します。

採用されませんでしたが、継続的な支援はありますか。
落選された方も、起業に向けての御相談や支援などを引き続き受けて
いただくことは可能です。

事業申請書添付書類の申立書とはどのようなものですか。
出店者の条件を満たしていることを申し立てた書面です。(特に様式
はありません。）

本庁舎の職員数は何名ですか。 約1,400名です。（令和７年4月1日時点）

市役所の業務時間は何時から何時までですか。 午前９時から午後５時30分までです。

市役所の駐車場は使用できますか。
出店者用の駐車場はありませんが、搬出入の際に市役所の駐車場料金
体系に沿ってご利用頂くことは可能です。

吹田市役所　都市魅力部　地域経済振興室　商業担当
【お問い合わせ：０６－６１７０－２３７０】


